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(57)【要約】
本発明は片手モードにおけるボタン操作処理方法、装置
、電子デバイス、プログラム及び記録媒体に関し、該方
法は、端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出
するステップと、端末が片手モードに切り替った場合、
前記端末における、片手操作範囲内に属する物理ボタン
である、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信し
たか否かを検出するステップと、前記近接物理ボタンに
対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における
、前記片手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物
理ボタンに対応する操作機能を実行するステップとを含
む。本発明の技術案を通じて、端末上の物理ボタンを片
手モードに適用させ、片手モードのユーザビリティを向
上させることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するステップと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するステッ
プと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するス
テップとを含むことを特徴とする片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項２】
　更に、
　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するステップと、
　前記操作手の方向が左手である場合、前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する
物理ボタンであることを確認し、前記操作する手の方向が右手である場合、前記離隔物理
ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するステップとを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項３】
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応
する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含み、及び
、
　前記方法は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するステップを含むことを特徴とする請求項２に記載
の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項４】
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応
する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含み、及び
、
　前記方法は更に、他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記いず
れかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含むことを特徴とする請
求項２に記載の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項５】
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の片手モードにおけるボタン操
作処理方法。
【請求項６】
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するためのモード検出ユニットと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するための
操作検出ユニットと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するた
めの実行ユニットとを備えることを特徴とする片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項７】
　更に、
　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するための方向検出ユニットと、
　前記方向検出ユニットによって前記操作手の方向が左手であることが検出された場合、
前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する物理ボタンであることを確認し、前記方
向検出ユニットによって前記操作手の方向が右手であることが検出された場合、前記離隔
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物理ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するボタン確認ユニ
ットとを備えることを特徴とする請求項６に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装
置。
【請求項８】
　前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合
、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第１実行サブユニットを有し
、及び、
　前記装置は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するための第１操作ユニットを備えることを特徴とす
る請求項７に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項９】
　前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合
、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２実行サブユニットを有し
、及び、
　前記装置は更に、前記他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記
いずれかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２操作ユニットを備え
ることを特徴とする請求項７に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項１０】
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するための退出ユニットを備えることを特徴とする請求項６に記載の片手モードにお
けるボタン操作処理装置。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するよ
うに構成されることを特徴とする電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は出願番号が２０１５１０２９００２５．４であって、出願日が２０１５年５月２
９日である中国特許出願に基づき、優先権を主張し、当該中国特許出願の全ての内容を本
願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は端末の操作技術分野に関し、特に片手モードにおけるボタン操作処理方法及び
装置、電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　視覚に対するユーザニーズの向上に伴って、端末のスクリーンサイズは益々大きくなっ
ており、ユーザは端末を片手で握り持って操作できなくなり、操作するために往々にして
両手を使わなければならず、ユーザの使用が不便になってしまった。ユーザの使用体験を
優れたものにするために、関連技術には「片手モード」を提供しており、例えば表示イン
タフェースに対しズーム処理（Ｚｏｏｍ）することで、表示インタフェースがユーザの片
手操作範囲内に入り、大型スクリーン端末を片手で握り持ち且つ操作することを実現した
。
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【発明の概要】
【０００４】
　本発明は関連技術における問題点を解決するために、片手モードにおけるボタン操作処
理方法及び装置、電子デバイスを提供する。
【０００５】
　本発明の実施例の第１の態様によれば、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するステップと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するステッ
プと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するス
テップとを含む片手モードにおけるボタン操作処理方法を提供する。
【０００６】
　好ましくは、
　更に、
　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するステップと、
　前記操作手の方向が左手である場合、前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する
物理ボタンであることを確認し、前記操作する手の方向が右手である場合、前記離隔物理
ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するステップとを含む。
【０００７】
　好ましくは、前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理
ボタンに対応する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第
１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップ
を含み、及び、
　前記方法は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するステップを含む。
【０００８】
　好ましくは、前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理
ボタンに対応する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第
１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップ
を含み、及び、
　前記方法は更に、他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記いず
れかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含む。
【０００９】
　好ましくは、
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するステップを含む。
【００１０】
　本発明の実施例の第２の態様によれば、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するためのモード検出ユニットと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するための
操作検出ユニットと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するた
めの実行ユニットとを備える片手モードにおけるボタン操作処理装置を提供する。
【００１１】
　好ましくは、
　更に、
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　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するための方向検出ユニットと、
　前記方向検出ユニットによって前記操作手の方向が左手であることが検出された場合、
前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する物理ボタンであることを確認し、前記方
向検出ユニットによって前記操作手の方向が右手であることが検出された場合、前記離隔
物理ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するボタン確認ユニ
ットとを備える。
【００１２】
　好ましくは、前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第１実行サブユ
ニットを有し、及び、
　前記装置は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するための第１操作ユニットを備える。
【００１３】
　好ましくは、前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２実行サブユ
ニットを有し、及び、
　前記装置は更に、前記他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記
いずれかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２操作ユニットを備え
る。
【００１４】
　好ましくは、
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するための退出ユニットを備える。
【００１５】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行する電
子デバイスを提供する。
【００１６】
　本発明の実施例が提供する技術案は下記のような有益な効果を含むことができる。
【００１７】
　上述の実施例から分かるように、本発明は端末における物理ボタンを近接物理ボタンと
離隔物理ボタンに分けることで、近接物理ボタンで離隔物理ボタンの機能を模擬すること
を通じて、ユーザが近接物理ボタンに対してのみ操作することで全ての物理ボタンの機能
を実現できる。従って、物理ボタンも同様に片手モードに適用でき、片手モードのユーザ
ビリティの向上に役立つ。
【００１８】
　また、上記の一般的な説明及び以下の詳細な説明は単なる例示及び解釈に過ぎず、本発
明を限定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本願の図面は明細書に取り込まれて明細書の一部を構成し、本発明に合致する実施例を
示し、また、明細書と共に本発明の原理の解釈に用いられる。
【００２０】
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【図１】一つの例示的な実施例にかかる片手モードの端末インタフェースの模式図である
。
【図２】一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理方法のフロー
チャートである。
【図３】一つの例示的な実施例にかかる片手モードのボタン操作の模式図である。
【図４Ａ】一つの例示的な実施例にかかる片手モードのボタン操作の模式図である。
【図４Ｂ】一つの例示的な実施例にかかる片手モードのボタン操作の模式図である。
【図５Ａ】一つの例示的な実施例にかかる片手モードのボタン操作の模式図である。
【図５Ｂ】一つの例示的な実施例にかかる片手モードのボタン操作の模式図である。
【図６－１０】一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理装置の
ブロック図である。
【図１１】一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理のための装
置の構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　ここで例示的な実施例について詳細に説明を行うが、その例示は図面において示されて
いる。以下の説明が図面に関する場合、特に示さない限り、異なる図面の中の同一の数字
は同一又は類似の要素を表す。また、以下の例示的な実施例で説明する実施形態は、本発
明と一致する全ての実施形態を代表するものではなく、これらは特許請求の範囲において
詳述した、本発明の一部の態様と一致する装置及び方法の例に過ぎない。
【００２２】
　図１は一つの例示的な実施例にかかる片手モードの端末インタフェースの模式図である
。図１に示すように、ユーザが片手モードを起動した場合、端末の最初のインタフェース
は所定比率に従って対応するズーミングインタフェース（Ｚｏｏｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）を有し、且つ該ズーミングインタフェースをユーザが握り持っている位置に表示
する。例えば図１において、ユーザは右手で端末を握り持っており、且つ端末は直立状態
であるため、ユーザが握り持っている位置は端末の右下である。従って、ズーミングイン
タフェースを該ユーザが握り持っている位置に表示することで、ユーザの片手操作区域内
に位置するようにし、ユーザが端末を握り持つと同時に、右手親指等により操作を実行す
るようにする。
【００２３】
　同時に、ズーミングインタフェースをカバーする他に、片手操作区域は端末における一
部の物理ボタンもカバーしており、例えば図１における、それぞれ端末の下方中央、右側
に位置する「ホームボタン」、「リターンボタン」である。しかしながら、端末の下方左
側に位置する「メニューボタン」は片手操作区域外にあるため、ユーザは該物理ボタンを
片手で操作できず、「片手モード」はスクリーン表示内容について調整しかなく、端末に
おける物理ボタンに対しては有効な適用性処理を行っておらず、「片手モード」のユーザ
ビリティを低下させた。
【００２４】
　従って、本発明は片手モードにおけるボタン操作処理方法を提出して、物理ボタンの操
作を調整することで、「片手モード」のユーザビリティを向上させる。
【００２５】
　図２は一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理方法のフロー
チャートである。図２に示すように、該方法は端末に使われ、以下のようなステップを含
むことができる。
【００２６】
　ステップ２０２において、端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出する。
【００２７】
　本実施例において、端末はスクリーンの仮想ボタン又は端末の物理ボタンに対するユー
ザのトリガーを検出するか、又はユーザの握り持つ姿勢及び操作方式を自動で検出するこ
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とで、片手モードへの切替を実現することができる。ここで、片手モードにおいて、ユー
ザは端末を片手で握り持って操作することができる。例えば、握り持つ手の親指は対応す
る片手操作区域内において、スクリーン表示インタフェースの表示に対する端末の調整（
例えば表示インタフェースに対するズーム処理など）に基づいて、スクリーンインタフェ
ース全体を有効に操作できる。
【００２８】
　当然ながら、当業者はその他方法で片手モードに切り換えることもでき、且つ片手モー
ドにおいても、複数種類の異なるスクリーン表示インタフェースの調整方法が存在する可
能性があり、これらの方法はいずれも本発明の技術案に適用することができ、本発明はこ
れを限定しない。
【００２９】
　ステップ２０４において、端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片
手操作範囲内に属する物理ボタンである、近接物理ボタン(ｐｒｏｘｉｍａｌ　ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　ｂｕｔｔｏｎ)に対する第１所定操作を受信したか否かを検出する。
【００３０】
　本実施例において、端末は前記片手モードに対応する、操作手の方向を確定することが
でき、前記端末上で、水平方向に沿って配列された複数の物理ボタンの中から、前記操作
手の方向から離れた物理ボタンを離隔物理ボタン(ｄｉｓｔａｌ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｂ
ｕｔｔｏｎ)として選択し、他の物理ボタンは前記近接物理ボタンとする。操作手の方向
を確定することを通じて（例えば自動検出又はユーザが設置）、物理ボタンの操作方法を
正確に配置して、混同を避けることができる。
【００３１】
　一つの例示的な実施方法として、例えば端末上に水平方向に沿って配列された三つの物
理ボタンが含まれる場合、操作手の方向が左手である場合、左側と中央の物理ボタンは前
記近接物理ボタンであり、右側の物理ボタンは前記離隔物理ボタンであり、操作手の方向
が右手である場合、右側と中央の物理ボタンが前記近接物理ボタンであり、左側の物理ボ
タンが前記離隔物理ボタンである。
【００３２】
　ステップ２０６において、前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、
前記端末における、前記片手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応
する操作機能を実行する。
【００３３】
　本実施例において、さらに一つの近接物理ボタンで離隔物理ボタンを模擬し、他の近接
物理ボタンで該近接物理ボタンを模擬することができ、同一の物理ボタンが同時に離隔物
理ボタンと近接物理ボタンの操作機能に関連されることを避け、ユーザの使用体験の向上
に役立つ。
【００３４】
　上述の実施例から分かるように、本発明は端末における物理ボタンを近接物理ボタンと
離隔物理ボタンに分けることで、近接物理ボタンで離隔物理ボタンの機能を模擬すること
を通じて、ユーザが近接物理ボタンに対してのみ操作することで全ての物理ボタンの機能
を実現できる。従って、物理ボタンも同様に片手モードに適用でき、片手モードのユーザ
ビリティの向上に役立つ。
【００３５】
　下記において図面を併せて、更に上述のステップ２０４及びステップ２０６における処
理プロセスを詳しく説明する。
【００３６】
　１、物理ボタンの分類
　一方、端末上において片手モードに適用させる必要がある物理ボタンの状況、例えば物
理ボタンの位置、数、配列方法等を把握する必要がある。例えば図３に示すように、仮に
物理ボタンは端末の下方に一列に配列された三つの物理ボタンであるとし、ユーザが垂直
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（図３に示される姿勢）に該端末を握り持った場合、自分の片手操作区域が物理ボタン全
てをカバーできない状況が生じ得る。
【００３７】
　一方、端末に対するユーザの操作手の方向を把握する必要がある。例えば、操作手の方
向が左手である場合、離隔物理ボタンは端末の右側に位置する物理ボタン、即ち、端末に
おいて左右に配列された複数の物理ボタンの中の最も右側の物理ボタンであることを確認
し、制御操作する手の方向が右手である場合、離隔物理ボタンは端末の左側に位置する物
理ボタン、即ち、端末上に左右に配列された複数の物理ボタンの中の最も左側の物理ボタ
ンあることを確認する。例えば、ユーザが図３に示されるように右手で握り持つ場合、対
応する片手操作区域は中央と右側の物理ボタンしかカバーできず、左側の物理ボタンをカ
バーできない可能性がある。このため、中間と最も右側の物理ボタンを近接物理ボタンと
して設定し、最も左側の物理ボタンを離隔物理ボタンとして設定することができる。
【００３８】
　２、ボタン機能の模擬
　図３に示される実施例を基に、中央又は右側の物理ボタンで、左側の物理ボタンを模擬
することができる。中央の物理ボタンで左側の物理ボタンを模擬することを例として、図
４Ａに示すように、ユーザが中央のホームボタンに対し例えば長押し（押し時間Ｔ≧所定
時間ｔ０）操作のような第１所定操作を実行した場合、端末はメニューボタンに対応する
操作機能を実行して、図４Ｂに示すように、表示インタフェースにおいて「操作メニュー
」を呼び出す。
【００３９】
　一つの例示的な実施方法として、いずれか一つの近接物理ボタンに対する第１所定操作
を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行し、及び、それぞれの近
接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場合、対応する最初の操作機能を実
行する。
【００４０】
　言い換えれば、近接物理ボタンが離隔物理ボタンに対して模擬することができる場合、
近接物理ボタンは自身の最初の操作機能も実現することができる。例えば図４Ａに示すよ
うに、一方において、ユーザは長押し等の第１所定操作を通じて、ホームボタンでメニュ
ーボタンの操作機能を実現することができ、他方において、ユーザがホームボタンに対し
て例えばクリック操作のような最初のトリガー操作を実行した場合、依然としてホームボ
タンの最初の操作機能を実現することができる。例えば、所定のホームページに切り替る
等である。
【００４１】
　該実施例において、離隔物理ボタンに対して模擬すると同時に近接物理ボタンの操作機
能を変更する必要はなく、ユーザは離隔物理ボタンに対する模擬方法のみ把握する必要が
あり、ユーザの学習コストを下げるために役立つ。
【００４２】
　他の例示的な実施方法として、いずれか一つの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行し、及び、他の近接物理ボ
タンに対する最初のトリガー操作を受信した場合、対応する最初の操作機能を実行し、他
の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記いずれか一つの近接物理ボ
タンに対応する操作機能を実行する。一つの実施例において、該「他の近接物理ボタン」
と該「いずれか一つの近接物理ボタン」は例えば同一の物理ボタンであってもよい。
【００４３】
　言い換えれば、例えば端末上に複数の近接物理ボタンが存在する場合、ある一つの物理
ボタンは離隔物理ボタンの模擬のみに使われることができ、その他近接物理ボタンでこの
近接物理ボタンの操作機能を模擬する。例えば図４Ａに示すように、ホームボタンとリタ
ーンボタンはいずれも近接物理ボタンであり、メニューボタンは離隔物理ボタンである場
合、端末の操作手の方向から相対的に離れた近接物理ボタンを選択して離隔物理ボタンを
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模擬し、即ちホームボタンでメニューボタンを模擬して、リターンボタンでホームボタン
の操作機能と自身の最初の操作機能を模擬する。
【００４４】
　該実施例において、離隔物理ボタンに対する単独模擬、及び近接物理ボタンに対する操
作の調整を通じて、近接物理ボタンの間で依然として「離隔」と「近接」の相対的な概念
と操作方法を維持させ、異なる操作方法に対するユーザの混同を避けることができ、ユー
ザの操作体験の向上に役立つ。
【００４５】
　当然ながら、上述の操作方法は本発明の技術案について説明するための例示に過ぎず、
異なる状況における操作のニーズを満足するため、それぞれの近接物理ボタンの機能を設
定することで、それぞれの近接物理ボタンでその他いずれかの離隔又は近接物理ボタンの
操作機能を模擬することができ、これらは全て本発明の技術案に含まれる。
【００４６】
　説明しなければいけないのは、
　１）ボタンの数。上述の図３、図４Ａ－４Ｂに示される実施例のいずれにおいても、端
末の下方に位置する一列に配列された三つの物理ボタンを例として説明を行っているが、
本発明は端末において「離隔」と「近接」の相対的な関係を構成する物理ボタンの数を限
定していない。例えば、図５Ａ－５Ｂに示すように、端末には四つの物理ボタンが含まれ
るように、端末は他の数の物理ボタンを含むことができる。
【００４７】
　２）操作手の方向。上述の図３、図４Ａ－４Ｂに示される実施例のいずれにおいても、
操作する手の方向が右手であることを例として説明を行っているが、本発明は端末を操作
する手の方向を限定していない。例えば、図５Ａに示すように、ユーザは左手で端末に対
する片手操作を行うことができ、且つ端末に含まれる四つの物理ボタンに基づいて、左側
の三つの物理ボタンを近接物理ボタンに、最も右側の一つの物理ボタンを離隔物理ボタン
にすることができる。
【００４８】
　３）離隔物理ボタンの数。上述の図３、図４Ａ－４Ｂ、図５Ａに示される実施例のいず
れにおいても、近接物理ボタンが複数あり、離隔物理ボタンが一つあることを例として説
明を行っているが、本発明は端末の近接物理ボタン又は離隔物理ボタンの数について限定
していない。例えば、図５Ｂに示される実施例において、端末は四つの物理ボタンを含ん
でおり、ここでユーザが左手で端末を握り持つ場合、左側の二つは近接物理ボタンで、右
側の二つは離隔物理ボタンである。説明の便宜上、最も左側のボタンを左１ボタン、次ぎ
の左側のボタンを左２ボタン、最も右側のボタンを右１ボタン、次ぎの右側のボタンを右
２ボタンとして仮定する。
【００４９】
　一つの例示的な実施例として、端末は左１ボタンに対するユーザの第１所定操作を検出
した場合、右２ボタンに対応する操作機能を実行し、左２ボタンに対するユーザの第１所
定操作を検出した場合、右１ボタンに対応する操作機能を実行することができる。類似的
に、他の例示的な実施例として、端末は左１ボタンに対するユーザの第１所定操作を検出
した場合、右１ボタンに対応する操作機能を実行し、左２ボタンに対するユーザの第１所
定操作を検出した場合、右２ボタンに対応する操作機能を実行することができる。ここで
、左１ボタン、右１ボタンと、右１ボタン、右２ボタンの各種対応関係は、予め設定する
ことができ、又は、ユーザが自分の習慣／嗜好に基づいて自由に設定することもでき、本
発明はこれを限定しない。
【００５０】
　また、上述の実施例において、端末が前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出
した場合、ユーザが全ての物理ボタンをカバーできることを説明しており、これにより片
手モードを退出することができる。
【００５１】
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　本発明はさらに、上述の片手モードにおけるボタン操作処理方法の実施例に対応する、
片手モードにおけるボタン操作処理装置の実施例を提供する。
【００５２】
　図６は一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理装置のブロッ
ク図である。図６に示すように、該装置はモード検出ユニット６１、操作検出ユニット６
２及び実行ユニット６３を備える。
【００５３】
　ここで、モード検出ユニット６１は、端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出
する。
【００５４】
　操作検出ユニット６２は、端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片
手操作範囲内に属する物理ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信し
たか否かを検出する。
【００５５】
　実行ユニット６３は、前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記
端末における、前記片手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する
操作機能を実行する。
【００５６】
　図７に示すように、図７は一つの例示的な実施例にかかる他の片手モードにおけるボタ
ン操作処理装置のブロック図である。該実施例は上述の図６に示される実施例を基にして
おり、該装置は更に方向検出ユニット６４及びボタン確認ユニット６５を備えることがで
きる。
【００５７】
　ここで、方向検出ユニット６４は、前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出す
る。
【００５８】
　ボタン確認ユニット６５は、前記操作手の方向が左手である場合、前記離隔物理ボタン
は前記端末の右側に位置する物理ボタンであることを確認し、前記操作手の方向が右手で
ある場合、前記離隔物理ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認
する。
【００５９】
　図８に示すように、図８は一つの例示的な実施例にかかる他の片手モードにおけるボタ
ン操作処理装置のブロック図である。該実施例は上述の図６に示される実施例を基にして
おり、実行ユニット６３は、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した
場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第１実行サブユニット６
３１を有し、及び、
　前記装置は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するための第１操作ユニット６６を備える。
【００６０】
　図９に示すように、図９は一つの例示的な実施例にかかる他の片手モードにおけるボタ
ン操作処理装置のブロック図である。該実施例は上述の図６に示される実施例を基にして
おり、実行ユニット６３は、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した
場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２実行サブユニット６
３２を有し、及び、
　前記装置は更に、前記他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記
いずれかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２操作ユニット６７を
備える。
【００６１】
　図１０に示すように、図１０は一つの例示的な実施例にかかる他の片手モードにおける
ボタン操作処理装置のブロック図であり、該実施例は上述の図６に示される実施例を基に
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しており、該装置は更に退出ユニット６８を備えることができる。
【００６２】
　ここで、退出ユニット６８は、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場
合、前記片手モードから退出する。
【００６３】
　説明しなければいけないのは、上述の図１０に示される装置実施例における退出ユニッ
ト６６の構造は上述の図７－９の装置実施例に含まれることも可能で、本発明はこれを限
定しない。
【００６４】
　上述の実施例における装置に関しては、それぞれのモジュールが操作を実行する具体的
な方法は既に関連する実施例において詳細な説明を行っており、ここでは繰り返し説明し
ない。
【００６５】
　装置実施例において、基本的に方法の実施例に対応するため、関連する部分は方法の実
施例の一部説明を参照すればよい。以上に説明した装置実施例は例示的なものに過ぎず、
分離部品として説明されるユニットは物理的に分離できるものであってもなくてもよい。
ユニットとして表示される部品は物理的なユニットであってもなくてもよい。即ち、一箇
所に位置することが可能で、または複数のネットワークユニットに分布されていてもよい
。実際のニーズに基づいて、その中の一部または全部のモジュールを選択して本発明の技
術案の目的を実現することができる。当業者は創造的な労働を経ずに、理解し実施するこ
とができる。
【００６６】
　上記に対応して、本発明は更に片手モードにおけるボタン操作処理装置を提供し、プロ
セッサ、及びプロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、前記プ
ロセッサは、端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、端末が片手モードに切
り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理ボタンである、近接物理
ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、前記近接物理ボタンに対する第
１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片手操作範囲を超えた物理ボタンで
ある、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するように構成される。
【００６７】
　上記に対応して、本発明は更に端末を提供し、前記端末は、メモリ、及び一つ又は一つ
以上のプロセッサに実行されるメモリに記憶されている一つ又は一つ以上のプログラムを
含む。前記プログラムは、端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、端末が片
手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理ボタンであ
る、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、前記近接物理ボタ
ンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片手操作範囲を超えた
物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するためのコマンドを含む
。
【００６８】
　図１１は一つの例示的な実施例にかかる片手モードにおけるボタン操作処理装置１１０
０のブロック図である。例えば、装置１１００は、携帯電話、コンピューター、デジタル
放送端末、メッセージ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療デ
バイス、フィットネス設備、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【００６９】
　図１１を参照して、装置１１００は、プロセス部材１１０２、メモリ１１０４、電源部
材１１０６、マルチメディア部材１１０８、オーディオ部材１１１０、入出力（Ｉ／Ｏ）
インターフェイス１１１２、センサ部材１１１４、及び通信部材１１１６のような一つ以
上の部材を含んでよい。
【００７０】
　プロセス部材１１０２は、一般的には装置１１００の全体の操作を制御するものであり
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、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連される操
作を制御する。プロセス部材１１０２は、一つ以上のプロセッサ１１２０を含み、これら
によって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或いは一部のステップを実現す
るようにしてもよい。なお、プロセス部材１１０２は、一つ以上のモジュールを含み、こ
れらによってプロセス部材１１０２と他の部材の間のインタラクションを容易にするよう
にしてもよい。例えば、プロセス部材１１０２は、マルチメディアモジュールを含み、こ
れらによってマルチメディア部材１１０８とプロセス部材１１０２の間のインタラクショ
ンを容易にするようにしてもよい。
【００７１】
　メモリ１１０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１１００の操作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１１００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１１０４は、いずれの種類の揮発性、不揮発性記憶デ
バイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａ
ｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、Ｐ
ＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＲＯＭ、磁気メモリ、フラッシュメモリ
、磁気ディスク、或いは光ディスクである。
【００７２】
　電源部材１１０６は、装置１１００の多様な部材に電力を供給する。電源部材１１０６
は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び装置１１００のための電力の生成、管理及
び割り当てに関連される他の部材を含んでもよい。
【００７３】
　マルチメディア部材１１０８は、前記装置１１００とユーザの間に一つの出力インター
フェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶モニタ
ー（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含む
ことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力信
号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、タッ
チ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチセ
ンサは、タッチ、或いはスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或いはスライ
ド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディア部
材１１０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置１１００が、
例えば撮影モード、或いはビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及
び／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリ
アカメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或いは可変焦点距離と光学ズーム機
能を有するものであってもよい。
【００７４】
　オーディオ部材１１１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい。例
えば、オーディオ部材１１１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１１００が、例
えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、マイク
は外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、さらに
メモリ１１０４に記憶されたり、通信部材１１１６を介して送信されたりされる。上記の
実施例において、オーディオ部材１１１０は、オーディオ信号を出力するための一つのス
ピーカーをさらに含む。
【００７５】
　Ｉ／Ｏインターフェイス１１１２は、プロセス部材１１０２と周辺インターフェイスモ
ジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモジ
ュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは
、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよ
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いが、これらに限定されない。
【００７６】
　センサ部材１１１４は、装置１１００に各方面の状態に対する評価を提供するための一
つ以上のセンサを含む。例えば、センサ部材１１１４は、装置１１００のＯＮ／ＯＦＦ状
態、装置１１００のディスプレイと小さなキーパッドのような部材の相対的な位置決めを
検出できる。また、例えば、センサ部材１１１４は、装置１１００、或いは装置１１００
の一つの部材の位置変更、ユーザと装置１１００とが接触しているか否か、装置１１００
の方位、又は加速／減速、装置１１００の温度の変化を検出できる。センサ部材１１１４
は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサを含
んでもよい。センサ部材１１１４は、撮影アプリケーションに適用するため、ＣＭＯＳ、
又はＣＣＤイメージセンサのような光センサを含んでもよい。上記の実施例において、当
該センサ部材１１１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、圧力セ
ンサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【００７７】
　通信部材１１１６は、装置１１００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信を提供
する。装置１１００は、例えばＷｉＦｉ（登録商標）、２Ｇ、３Ｇ、或いはこれらの組み
合わせのような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示
的な実施例において、通信部材１１１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理シス
テムからの放送信号、又は放送に関連される情報を受信する。一つの例示的な実施例にお
いて、前記通信部材１１１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこと
により、近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎ
ｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄ
ｅＢａｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて
実現できる。
【００７８】
　例示的な実施例において、装置１１００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏ
ｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他
の電子部品によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【００７９】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記
録媒体、例えば命令を含むメモリ１１０４を提供しており、装置１１００のプロセッサ１
１２０により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り
可能な非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【００８０】
　当業者は明細書を検討し、ここで開示した発明を実践した後、本発明のその他の実施方
案を容易に思いつくことができる。本願は本発明の全ての変更、用途又は適応性の変化を
含む。これらの変更、用途又は適応性の変化は本発明の一般的な原理に基づいており、本
発明に未開示の本技術分野における周知技術又は慣用技術手段を含む。明細書及び実施例
は例示的なものに過ぎず、本発明の真の範囲及び主旨は以下の特許請求の範囲によって示
される。
【００８１】
　本発明は、上記で説明した、また図面において示した寸分違わぬ構成に限定されず、そ
の範囲を逸脱しない前提のもとで種々の変更及び修正を行うことができることを理解すべ
きである。本発明の範囲は付された特許請求の範囲によってのみ限定される。
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月19日(2016.1.19)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　本発明は端末の操作技術分野に関し、特に片手モードにおけるボタン操作処理方法、装
置、電子デバイス、プログラム及び記録媒体に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明は関連技術における問題点を解決するために、片手モードにおけるボタン操作処
理方法、装置、電子デバイス、プログラム及び記録媒体を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の実施例の第３の態様によれば、
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　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行する電
子デバイスを提供する。
　本発明の実施例の第４の態様によれば、プロセッサに実行されることにより、前記片手
モードにおけるボタン操作処理方法を実現する記録媒体に記録されたプログラムを提供す
る。
　本発明の実施例の第５の態様によれば、前記プログラムが記録された記録媒体を提供す
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するステップと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するステッ
プと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するス
テップとを含むことを特徴とする片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項２】
　更に、
　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するステップと、
　前記操作手の方向が左手である場合、前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する
物理ボタンであることを確認し、前記操作する手の方向が右手である場合、前記離隔物理
ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するステップとを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項３】
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応
する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含み、及び
、
　前記方法は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するステップを含むことを特徴とする請求項２に記載
の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項４】
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応
する操作機能を実行するステップは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を
受信した場合、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含み、及び
、
　前記方法は更に、他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記いず
れかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するステップを含むことを特徴とする請
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求項２に記載の片手モードにおけるボタン操作処理方法。
【請求項５】
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の片手モードにおけるボタン操
作処理方法。
【請求項６】
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出するためのモード検出ユニットと、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出するための
操作検出ユニットと、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するた
めの実行ユニットとを備えることを特徴とする片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項７】
　更に、
　前記片手モードに対応する、操作手の方向を検出するための方向検出ユニットと、
　前記方向検出ユニットによって前記操作手の方向が左手であることが検出された場合、
前記離隔物理ボタンは前記端末の右側に位置する物理ボタンであることを確認し、前記方
向検出ユニットによって前記操作手の方向が右手であることが検出された場合、前記離隔
物理ボタンは前記端末の左側に位置する物理ボタンであることを確認するボタン確認ユニ
ットとを備えることを特徴とする請求項６に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装
置。
【請求項８】
　前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合
、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第１実行サブユニットを有し
、及び、
　前記装置は更に、それぞれの近接物理ボタンに対する最初のトリガー操作を受信した場
合、対応する最初の操作機能を実行するための第１操作ユニットを備えることを特徴とす
る請求項７に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項９】
　前記実行ユニットは、いずれかの近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合
、前記離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２実行サブユニットを有し
、及び、
　前記装置は更に、前記他の近接物理ボタンに対する第２所定操作を受信した場合、前記
いずれかの近接物理ボタンに対応する操作機能を実行するための第２操作ユニットを備え
ることを特徴とする請求項７に記載の片手モードにおけるボタン操作処理装置。
【請求項１０】
　更に、前記離隔物理ボタンに対するトリガー操作を検出した場合、前記片手モードから
退出するための退出ユニットを備えることを特徴とする請求項６に記載の片手モードにお
けるボタン操作処理装置。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　端末が片手モードに切り替えられたか否かを検出し、
　端末が片手モードに切り替った場合、前記端末における、片手操作範囲内に属する物理
ボタンである、近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信したか否かを検出し、
　前記近接物理ボタンに対する第１所定操作を受信した場合、前記端末における、前記片
手操作範囲を超えた物理ボタンである、離隔物理ボタンに対応する操作機能を実行するよ
うに構成されることを特徴とする電子デバイス。
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【請求項１２】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項５のいずれかに記載の片手モ
ードにおけるボタン操作処理方法を実現する記録媒体に記録されたプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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